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2022年度

食品表示講習会

静岡県健康福祉部生活衛生局衛生課

公益社団法人 静岡県栄養士会

日時：2022年11月 9日
場所：島田市民総合施設

プラザおおるり

本日のレジュメ

（１）食品表示法

（２）原料原産地表示

（３）遺伝子組換え表示

（４）栄養成分表示

（５）その他

資料：早わかり食品表示ガイド (消費者庁）

：食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン(消費者庁）
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（１）食品表示法
・食品表示法
・罰則規定
・表示例 (加工食品）
・アレルゲン表示
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食品表示法では、消費者等に販売される全ての
食品に 食品表示が義務付けられている

早ｐ1

★
安全性に関わる
違反表示を行っ
た場合、懲役ま
たは罰金が科せ
られる

★

早ｐ１～2

罰則規定
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生鮮食品とは、食品表示基準では「加工食品及び添加物以外の食品」と定義し、農産物、水産物、畜産物の3つに分
類している
また平成20年4月からは、業務用生鮮食品表示制度が設けられ「生鮮食品のうち、加工食品の原材料となるもの」を業
務用生鮮食品といい、それ以外のものを一般用生鮮食品と呼んでいる

生鮮食品の表示の概要

横断的義務表示事項 個別的義務表示事項
名称 原産地 容器又は包装に入れ

られた特定商品（*1）
・計量法第13条1項参
照

その他（*2）

国産品 輸入品

農産物 その内
容を表
す一般
的な名
称

•都道府県名市町村名その他一般に知
られている地名可

•原産国名一般
に知られている
地名可

内容量、食品関連事
業者の氏名又は名称
及び住所

•玄米・精米（容器舗装されたもの）
の表示は「玄米及び精米」ｐ9参照
•しいたけは、栽培方法を、原木栽培
は「原木」と、菌床栽培は「菌床」と表
示 ｐ10参照

畜産物 •国産である旨主たる飼養地が属する都
道府県名、市町村名その他一般に知ら
れている地名可

原産国名 •食肉に鳥獣の種類を表示

水産物 •漁獲した水域名か養殖場がある都道
府県名水域名による表示が困難な場合
は、水揚港名、または水揚港がある都
道府県名可
•水域名に水揚港名、水揚港が属する都
道府県名の併記可

•原産国名水域
名の併記可

•冷凍を解凍したものは「解凍」と表
示
•養殖したものは「養殖」と表示

p3
p9

早p3～10

p７

p3

精米の表示例

★単一原料米は、使用割合の事項を削除

★精米年月日は年月日または年月旬

早ｐ９

容器包装に入れられた「玄米及び精米」は、容器包装の見やすい箇所に一括して行う。
名称・原料玄米・内容量・調製時期・精米時期または輸入時期(年月日）・食品関連事業者の氏名又
は名称・住所及び電話番号 (文字ポイント１２ポイント、内容量3ｋｇ以下は８ポイント）
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（表示例）

•機能性表示食品、栄養成分表示及び特定保健用食品の表示については栄養成分及び
熱量・ナトリウムの量・栄養機能食品に係る栄養成分の機能・栄養成分補給ができる旨・
栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨 ｐ10参照

★詳細は、食品表示基準第２２条をご確認ください

•容器包装に入れられていない生鮮食品にあって
は、製品に近接した掲示その他見やすい場所に表示する

•表示に用いる文字の色は、背景の色と対照的な色とする
•容器包装への表示に用いる文字は、JISZ8305に規定する
８ポイントの活字以上の大きさの文字で表示
ただし、表示可能面積がおおむね１５０㎠以下のものに表
示するものにあっては、５．５ポイントの活字以上の文字で
表示することができる

早p3～10

販売形態 表示を必要としない事 備考

容器包
装あり

•生産した場所以外で販売する場合 − すべての表示が必要です。

•生産した場所で直接販売する場合
•不特定若しくは多数の者に対して譲
渡
（販売を除く。）する場合

•名称
•原産地
•内容量
•食品関連事業者の氏名又は名称及び住所
•玄米及び精米に関する事項
•栽培方法（しいたけに限る。）
•解凍した旨及び養殖された旨（水産物に限
る ）

•食品を摂取する際の安全性に関する
表
示事項については義務表示となる

（例）放射線照射に関する事項
•乳児用規格適用食品である旨
•食肉に関する事項 他

容器包
装なし

•生産した場所以外で販売する場合 •放射線照射に関する事項
•乳児用規格適用食品である旨
•内容量、食品関連事業者の氏名又は名称
及び住所
•個別に表示事項が定められている食品

•自主的かつ合理的な食品選択に関す
る表示事項については義務表示と
なる（例）名称
•原産地
•栽培方法（しいたけに限る）
•解凍した旨及び養殖された旨（水産
物に限る） 他

•生産した場所で直接販売する場合
•不特定若しくは多数の者に対して譲
渡
（販売を除く。）する場合

適用対象外 適用対象外のため、表示は必要ありま
せん
ただし、これらの場合も、生食用牛肉
のリスク表示は必要です

設備を設けてその場で飲食させる場合

※「生産した場所で直接販売する場合」とは、具体的には、生産者が生産した生鮮食品を自ら（水産物であれば
水揚げした場所）で消費者に直接販売する場合をいいます。

表示の有無 早p3～10
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食品表示法で表示することが

義務として決められている

①名称 (一般的な名称）
➁アレルゲン
③保存方法
④期限表示 （賞味期限又は消費期限）
⑤原材料名 （遺伝子組み換え食品表示）
⑥食品添加物
⑦栄養成分の量及び熱量

⑧原料原産地名 (輸入品の場合は原産国名）
⑨内容量
⑩製造業者等の氏名又は名称及び住所

加工食品 容器包装に入れられたものが対象
早p11

⑦

⑤

⑥

➁

栄養成分表示
(100ｇ当たり）

/食品と添加物を分ける

期限表示 表示例 ①令和4年9月30日 ➁04.09.30 ③2022.09.30 ④22.09.30

・年月日 ・年月日
～製造日から3か月を超える食品は年月～

・use-by date  (期限が過ぎたら食べない方がよい） ・best-before（おいしく食べることができる期限）

消費期限 賞味期限

早p11
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製造者＆
表示責任者
表示例

早p13・ｐ14

表示責任者と固有番号 早p13・p14・ｐ15

他の製造所に委託して製造する場合は
表示に関して責任を有する者として名称の後に
[＋]を冠して表示をする

・固有番号に係る届出
オンライン手続き (ｐ15参照）
・製造所固有番号の有効期限5年間
オンラインにて更新が必要

＋

＋ＫＳ
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ア
レ
ル
ギ
ー
表
示
義
務

特
定
原
材
料
７
品
目

ア
レ
ル
ギ
ー
表
示

特
定
原
材
料
に
準
ず
る
も
の
推
奨
21
品
目

p15

個別表示
原材料名 白いんげん豆、小麦粉、砂糖、栗甘露煮、卵黄（卵を含む）／炭酸水素Na、

カゼインナトリウム（乳由来）、着色料（黄４）

一括表示
原材料名 白いんげん豆、小麦粉、砂糖、栗甘露煮、卵黄／炭酸水素Na、カゼインナ

トリウム、着色料（黄４）、（一部に小麦・卵・乳成分を含む）

★ アレルゲン表示の具体的な表示例

原材料名 ○○○○（△△△△、ごま油）、ゴマ、□□、×××、醤油（大豆・小麦を含む）、マヨネ
ーズ（大豆・卵・小麦を含む）、たん白加水分解物（大豆を含む）、卵黄（卵を含む）、
食塩、◇◇◇、酵母エキス（小麦を含む）

添加物 調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタンガム）、甘味料（ステビア）、◎◎◎◎（大豆由来）

★繰り返しになるアレルゲン表示の省略

p16
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コンタミネーション

食品を製造する際、原材料としては使用していないにもかかわらず、特定原材料等が意図せず混入してしま
うことをコンタミネーションという

コンタミネーションの防止策の徹底を図っても、その可能性を排除できない場合、表示の対応方法として、
一括表示枠外に注意喚起表示をすることが認められています。

①同一製造ライン使用による場合
『本品製造工場では、○○（特定原材料等の名称）を含む製品を生産しています。』
『○○（特定原材料等の名称）を使用した設備で製造しています。』 等
②原材料の採取方法による場合
『本製品で使用しているしらすは、かに（特定原材料等の名称）が混ざる漁法で採取しています。』 等
③えび、かにを捕食していることによる場合
『本製品（かまぼこ）で使用しているイトヨリダイは、えび（特定原材料等の名称）を食べています。』 等
その他（あわび、まつたけ等の高級食材について）
特定原材料等のうち、高価なもの（あわび、まつたけ等）が含まれる加工食品については、ごく微量しか含有されてい
ないにもかかわらず、あたかも多く含まれるかのような表示が行われると、消費者に誤認を生じさせるおそれがありま
す。このため、表示に当たっては、例えば「エキス含有」など、それらの含有量、形態に着目した表示も併せて表示しま
す。

原材料表示
原材料原産地表示
原材料は重量の割合
が高いものから表示

鶏肉が50％を超える

（国産）の表示例

（1個当たり）

期限表示

賞味期限表示例

アレルゲン表示

表示例
（乳成分を含む）
（大豆由来）

★ 表示例
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★ 表示例 早p15・ｐ16

★Ｌ-フェニルアラニン化合物を含む旨
アスパルテームを含む食品についてはＬ-フェニ
ルアラニン化合物を含む旨の表示が必要
「Ｌ-フェニルアラニン化合物を含む」と表示

（２）原料原産地表示
令和4年(2022年）4月から義務表示

【変更点１】 対象となる食品

【変更点２】 対象となる原材料

【変更点３】 表示方法

【変更点４】 「又は表示」 「大括り表示」

・表示例
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新しい原料原産地表示制度とは

• 新しい原料原産地表示制度は平成29年9月1日に食品表示基準が改正され、施行された

①一部の商品（22食品群、個別5品目）のみで義務とされていた原料原産地

表示(ｐ60参照）が全ての加工食品（輸入品を除く）へと拡大された

こちらは全ての加工食品ですので、業務用食品も産地情報を伝達する必要がある

➁今回の改正では表示方法についても大きく変更されている

これまでとは記載方法が異なる点が多くありますので、これまでも表示をされて

いた方々もしっかりと確認して表示する様にしましょう

• なお、本制度の経過措置期間は2022年3月31日までです

（経過措置期間…新しいルールに従った食品表示に完全に切り替わるまである程度
の猶予期間を設け、その間に商品の表示を切り替えてもらう移行期間のこと）

早P17

農産加工品

1.1. 乾燥したもの
2.2. 塩蔵したもの
3.3. ゆで蒸ししたもの、あん
4.4. 異種混合したもの
5.5. 緑茶、緑茶飲料
6.6. もち
7.7. いり、あげ落花生、いり豆
8.8. 黒糖及び黒糖加工品
9.9. こんにゃく

畜産加工品

1.10. 調理したもの
2.11. ゆで、蒸したもの
3.12. 表面あぶったもの
4.13. 衣を付けたもの
5.14. 異種混合したもの

水産加工品

1.15. 乾燥したもの
2.16. 塩蔵したもの
3.17. 調味したもの
4.18. こんぶ巻き
5.19. ゆで蒸ししたもの
6.20. 表面あぶったもの
7.21. 衣を付けたもの

その他 1.22. 生鮮食品を異種混合したもの

• 個別に表示方法が規定されているもの

1.農産物漬物 2.野菜冷凍食品 3.うなぎ加工品
4.かつお削りぶし
（かつお削りぶしは産地表示から製造地表示に
変更する必要があります。）

※追加事項おにぎりの海苔について

のりの原材料となる原藻の原産地について、国
別重量順の表示が必要となりました。
但しおにぎりの海苔のみとなります。お弁当に
入っている海苔やお寿司の軍艦巻きの海苔に
ついては対象外となりますのでご注意ください。

重
量
割
合
50
％
以
上
で
現
状
適
用
・継
続

個別に原料原産地表示を規定する
22食品群
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【変更点１】 対象となる食品

・新しい原料原産地表示制度の対象となる食品は基本的には全ての加工食品（輸入品を

除く）が対象となるが、下記の様に一部例外もある

• 原料原産地表示制度の対象外

・設備を設けて飲食させる場合（外食）
・容器包装に入れずに販売する場合
・他の法令で表示義務がある場合（ワイン、米加工品 等）
・食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合
・不特定、又は多数の者に対して譲渡する場合（販売は除く）

• 原料原産地表示制度が省略可能

・容器包装の表示可能面積がおおむね30ｃ㎡以下の場合

早ｐ17・p19

【変更点２】 対象となる原材料

• 新しい原料原産地表示制度では

対象となる原材料は「使用した原材料に占める重量割合が最も高い原材料」となる

（水、添加物を除く）

• 又、最も高い原材料が同量で複数ある場合は、その全てが対象となる
ハンバーグで牛肉と豚肉の配合割合が同量で最も多い原材料
下記のとおり使われている牛肉と豚肉がどちらも国産であることが見てわかる

＜記載例＞

早p17
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【変更点３】 表示方法

対象原材料が生鮮原材料の場合は、これまでと記載方法に大きな違いはあ

りませんが、加工原材料の場合は「製造地表示」

と記載方法が新たに規定されております。

＜記載例＞

アメリカ産大豆を国内で製造した醤油の場合 → 醤油（国内製造）
国産さとうきびをタイで製造した砂糖の場合 → 砂糖（タイ製造）

又、下記の様に生鮮食品まで分解して記載する事も可能です。

アメリカ産大豆を国内で製造した醤油の場合 → 醤油（大豆（アメリカ）、…）

国産さとうきびをタイで製造した砂糖の場合 → 砂糖（さとうきび（国産））

【変更点４】 「又は表示」 「大括り表示」
原産地の記載方法は基本的には国毎に多い順に記載する国別重量順表示が原則ですが、
今後の1年間で順序の変動や、産地の切替えの見込みがある場合は「又は表示」や「大括り表示」、
両方を組み合わせた表示が可能

・又は表示
「アメリカ又はブラジル」の様に産地を「又は」でつないで記載する方法
こちらの記載は「アメリカ」「ブラジル」「アメリカ、ブラジル」「ブラジル、アメリカ」の4パターンの意味を
含んだ表示となる
又、3ヶ国以上で「又は表示」をする場合、3ヶ国目以降は「その他」とまとめる事もできる

＜記載例＞

＜注意点＞
・産地の表記順序は一定期間の使用割合を基に重量割合の高い順序に記載する
・又、「○○の産地は、昨年度の使用実績順」等と記載する事が必要である
・一定期間の使用割合が5％未満の産地については産地の後に括弧を付して、「5％未満」である旨を
記載する事が必要。なお、「その他」でまとめた場合には記載不要
・根拠資料の保管が必要である

早p18
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・大括り表示

使用予定の産地が外国3ヶ国以上の場合、「輸入」と表示できます。

一定期間における国別使用実績又は使用計画からみて、輸入内で国別重量順表示が困難
な場合に用いることができます
又、「輸入」の他に「外国」や一般的な地域名「アフリカ」「南米」等とする事も可能です
（地域名の場合は地域内で3ヶ国以上である事が必要です）

＜記載例＞

＜注意点＞
•国産と混合する場合は重量割合の高い順に記載します
•「又は表示」と異なり、注意書きの記載は不要です
•根拠資料の保管が必要です
•加工原材料の製造地表示は可能ですが、「輸入製造」等の様に意味が分かり難い表示はできません

(「外国製造」は可能）。

表示例
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早ｐ21

一括表示の仕方

・容器包装の見やすい箇所に表示

・表示に用いる文字及び枠色は背景の色
と対照的な色

・表示に用いる文字は日本産業規定8ポイ
ントの活字以上

・表示可能面積が概ね150㎝²以下のものは
5.5ポイントの活字以上の文字にする

(詳細は基準別記様式１・基準別表20）

（３）遺伝子組換え表示
令和5年（2023年）3月まで経過措置期間
令和5年（2023年）4月1日に施行
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食品表示基準改正 遺伝子組換え食品「からし菜」追加

遺伝子組換え表示制度の改正をご存じですか

任意表示が

令和5年（2023年）4月1日から新しい制度になります

「遺伝子組換えでない」旨の表示が可能
＜表示例＞
「大豆（遺伝子組換えでない）」、「大豆（非遺伝子組換え）」 等

早p25

新制度では、使用した原材料に応じて2つの表現に分けることにより消費者の誤認防止、
選択機会の拡大につながる

早p25
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早ｐ25

１．生産地で遺伝子組換えの混入がないことを確認した農産物を専用コンテナ等に詰めて輸送し、
製造者の下で初めて開封していること

２．国産品又は遺伝子組換え農産物の非商業栽培国で栽培されたものであり、生産、流通
過程で、遺伝子組換え農産物の栽培国からの輸入品と混ざらないことを確認していること

３．生産、流通過程で、各事業者において遺伝子組換え農産物が含まれていないことが証明され
ており、その旨が記載された分別生産流通管理証明書を用いて取引を行っている場合

「遺伝子組換えでない」と表示するための条件

適切に分別生産流通管理を実施し、遺伝子組換え農産物の混入がないこ
とを確認した非遺伝子組換え農産物及びこれを原材料とする加工食品に
は、「遺伝子組換えでない」と表示することができる
遺伝子組換え農産物の混入がないことの確認方法としては、第三者分析
機関等による分析のほか、以下を証明する書類等（１．～３．）を備えておく
ことなどが考えられる

なお、行政の行う科学的検証及び社会的検証の結果において、原材料に遺伝子組換え農産物
が含まれていることが確認され場合には、不適正な表示となります
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「からしな」
追加

9品目

p25

表示例
とうもろこし澱粉（国内製造）
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（４）栄養成分表示

栄養成分表示の仕方

機能性表示

早p22

★ 上記の様式で表示が困難な場合
以下の方法がある
・横に並べて表示
・分割して表示

強調表示例

エネルギー ＝ 熱量
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早ｐ22
栄ｐ2・3

【第７条】

【第３条】

栄p4～p 6

・容器包装の表示可能面積がおおむね30㎠ 以下 ・酒類 ・栄養の供給源としてきわめて微量のもの

・極めて短期間で原材料(配合割合も含む)が変更されるもの

（次の要件をのいずれかを満たすもの） 日替わり弁当（サイクルメニューを除く。）等レシピが3日以内に変更される場合

複数の部位を混合しているため都度原材料が変わるもの

（例：合挽肉、切り落とし肉等切り身を使用した食肉加工 白もつ等のうち複数の種

類・部位をを混合しているため都度原材料が変わるもの）

一般加工食品における栄養成分表示を省略できる場合又は表示を要さない場合

・消費税法第九条第一項において消費税を納める義務が免除される事業者が販売するもの。
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栄p 22～23

・栄養成分及び熱量の順番を変更してはい
けない

・文字の大きさ等は、他の表示項と同様、食
品表示基準第8条の規定に従う

ポイント

栄養成分の表示の方法

栄p26

栄養成分表示の仕方

➁ 日本食品成分表を使用

① インターネット活用 (参考）http://fooddb.mext.go.jp/

「食品成分データベース」(文部科学省）

③ 市販の「栄養ソフト」を使用

★栄養成分計算の方法★分析機関で分析

・サンプルを送付

「栄養表示のためのガイドライン」
参照 栄p37～p41

早p22

http://fooddb.mext.go.jp/
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①分析値
・公定法（食品表示基準別表第９の第３欄に掲げる方法）により分析した値。
・自社分析値と分析機関に依頼した分析値。
・複数回分析の平均値と単回分析値。

①計算値

・公的なデータベース(日本食品標準成分表)から原材料の栄養成分値を計
算した値。
・データベースに載っている食品、原料製造者から提供されるデータより計
算された値。

①参照値
・公的なデータベース等をもとに表示しようとする食品と同一又は、類似す
る食品から栄養成分値を類推した値。
・過去の分析結果を参照して表示する場合。

①併用値 ・分析値、計算値および参照値を併用した値。

栄養成分表示値は
①分析値、②計算値、③参照値、④併用値の４つの方法がある

日本食品標準成分表

日本食品標準成分表は、文部科学省科学技術・
学術審議会資源調査分科会より公表されたもの
で、食品100gあたりのエネルギー他栄養素の
値が載っているものです。
最新版を利用すること。2020年版（八訂）が
現在（2022年）では最新版です。

加工用原料の栄養成分表示値
加工用原料製造業者によるもの。栄養成分含
量の妥当性が担保されているもの。

食品データベース
他国政府機関が公表している食品データベー
ス。

文献上の栄養成分値
査読付き学術雑誌に掲載。分析結果の妥当
性が担保されているもの。

計算値により栄養成分表示をする場合に利用可能なデータベース

栄p40
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★求めた値の表示根拠となる資料は保管する
・ 分析値の場合：

分析試験成績書、十分な数の分析結果、品質管理資料など

・計算値の場合：

データベースの名称、レシピ、調理加工工程表、重量変化率などの表を表示が
行われている間保管する

栄ｐ36

★計算値で注意の必要な調理加工による影響の考え方

・調理加工による栄養成分含量の変動、食品水分含量、油の吸着、食品中の成分溶出

や変化等があるため、計算値を求める際には合理的な根拠に基づき、重量変化率など

の調理加工の影響を計算値に反映させることが望ましい

・大量調理を行う場合も、モデル的な規模での調理で推定することも必要

目的

①食品を摂取する際の安全性の確
保や自主的かつ合理的な食品選
択の機会を確保すること

➁消費者の利益の増進を図るととも
に、国民の健康の保護・増進、食
品の生産・流通の円滑化、消費
者の需要に即した食品の生産振
興に寄与すること

機能性食品とは

早p23・ｐ24
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食品と医薬品の分類表

「医薬品」
有効成分の効果と安全性が国に認められている
「医薬部外品」
育毛剤や入浴剤などが分類される
「機能性表示食品」
疾病の診断、治療、予防を目的としたものではなく「食品」に分類される「保健機能
食品」の中のひとつ

機能性食品とは
食品の3次機能(体調調
節機能)に特化した成分
を含む食品

体調改善効果の表示の管理

消費者庁が取り扱う

薬機法

保険機能食品の分類 国の審査 手続き・承認 マーク・表示 特徴

機能性表示食品× ○
安全性の確保と科
学的根拠を前提に
消費者庁に届出（届
出のみ）

×
マークなし、パッケー
ジに「機能性表示食
品」と表示されてい
る

事業者の責任にお
いて機能性（効果）
を表示できる

特定保健用食品
（トクホ）

○
機能性（効果）や安
全性を個別審査

○
食品ごとに消費者庁
長官が許可

○
消費者庁許可の
マークがあり、「特定
保健用食品」と表示
されている

許可手続きに時間と
費用がかかる

栄養機能食品 × ×
許可・届出は不要

×
マーク無し

国が定めた表現に
よって機能性（効果）
を表示 / 対象成
分が限定されている

保健機能食品比較表
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図2 食品の分類

早p22

特定保健用食品 早p23



26

栄養機能食品 早p24

業務用加工食品の扱いについて

業務用加工食品及び業務用生鮮食品について、その産地による情報については
納品書、送り状、企画書、容器包装で製造会社等に伝達する必要がある

業務用加工食品の表示事項

・内容量、栄養成分の量及び熱量、特定保健用食品、機能性表示食品及び
遺伝子組換え食品については、表示の対象となっていません

・内容量については、計量法では業者間取引も対象としており、内容の記
載義務のある商品については容器包装に表示する必要がある

早ｐ26


